
平塚保健福祉事務所（平塚市・大磯町・二宮町） 0463（32）0130

鎌倉保健福祉事務所（鎌倉市・逗子市・葉山町） 0467（24）3900

小田原保健福祉事務所（小田原市・足柄下郡） 0465（32）8000

茅ヶ崎保健福祉事務所（茅ヶ崎市・寒川町） 0467（85）1171

三崎保健福祉事務所（三浦市） 046（882）6811

秦野保健福祉事務所（秦野市・伊勢原市） 0463（82）1428

厚木保健福祉事務所（厚木市・海老名市・座間市・愛甲郡） 046（224）1111

大和保健福祉事務所（大和市・綾瀬市） 046（261）2948

足柄上保健福祉事務所（南足柄市・足柄上郡） 0465（83）5111

横須賀市保健所健康づくり課（横須賀市） 046（822）4317

横浜市健康福祉局健康安全課（横浜市） 045（671）4183

藤沢市保健所保健予防課（藤沢市） 0466（50）3593

相模原市保健所保健予防課（相模原市） 042（769）9237 平日9時～17時

川崎市健康福祉局健康安全室 044（200）2692

川崎区役所保健福祉センター 044（201）3189

幸区役所保健福祉センター 044（556）6715

中原区役所保健福祉センター 044（744）3104

高津区役所保健福祉センター 044（861）3341

宮前区役所保健福祉センター 044（856）3217

多摩区役所保健福祉センター 044（935）3217

麻生区役所保健福祉センター 044（965）5218

健康福祉部健康福祉政策課（千葉県） 043（223）4411 6時～22時（土日・祝日を含む）

新型インフルエンザ相談センター（千葉市） 043（238）1792・1793 8時～19時（土日・祝日を含む）

新型インフルエンザ相談窓口（船橋市） 047（431）8988 6時～21時

新型インフルエンザに関する電話相談窓口（柏市） 047（167）1254 平日8時30分～17時15分

西多摩保健所（青梅市　福生市　羽村市　あきる野市　瑞穂町　日
の出町　檜原村　奥多摩町）

0428-22-6141

南多摩保健所（日野市　多摩市　稲城市） 042-371-7661

町田保健所（町田市） 042-722-0621

多摩立川保健所（立川市　昭島市　国分寺市　国立市、東大和市
武蔵村山市）

042-524-5171

多摩府中保健所（武蔵野市　三鷹市　府中市　調布市、小金井市
狛江市）

042-362-2334

多摩小平保健所（小平市　東村山市　清瀬市、東久留米市　西東
京市）

042-450-3111

八王子市保健所（八王子市） 042-645-5111

千代田保健所（千代田区） 03-3291-3657

中央区保健所（中央区） 03-3541-5254

みなと保健所（港区） 03-3455-4770

新宿区保健所（新宿区） 03-5273-3836

03-5803-1834

03-5803-1836

台東保健所（台東区） 03-3847-9402

03-3623-5201

03-3622-9137

江東区保健所（江東区） 03-5632-8666

品川区保健所（品川区） 03-5742-6704

目黒区保健所（目黒区） 03-5722-9089

03-5744-1263（保健衛生課）

03-5764-0662（大森地域健康課）

03-3726-4147（調布地域健康課）

03-5713-1702（蒲田地域健康課）

03-3743-4163（糀谷羽田地域健康課）

世田谷保健所（世田谷区） 03-5432-2471

渋谷区保健所（渋谷区） 03-3463-2416

中野区保健所（中野区） 03-3382-6500

杉並保健所（杉並区） 03-3391-2670

池袋保健所（豊島区） 03-3987-4179

北区保健所（北区） 03-3919-3340

荒川区保健所（荒川区） 03-3802-1821

板橋区保健所（板橋区） 03-3579-2318

練馬区保健所（練馬区） 03-5984-1467

足立保健所（足立区） 03-3880-5446

葛飾区保健所（葛飾区） 03-3691-9635

江戸川保健所（江戸川区） 03-5661-2475

東京都新型インフルエンザ相談センター（東京都） 0570-03-1203 平日17時～翌日9時、及び土曜・日曜・祝日

神奈川県

文京保健所（文京区）

墨田区保健所（墨田区）

急な発熱、咳や喉の痛みなどの症状（インフルエンザの疑い）があるときは「一般の医療機関で外来診療が受けられます」、事前に「かかりつけの医師」や「受診する医療機関」へ電話で相
談してからの受診をお勧めします。受診する時は必ずマスクを着用しましょう。
※自己判断ではなく、症状に疑いがある場合は早期に医師の診断を受けることをお勧めします。
※地域によって対応がことなる場合があります。詳細はお住まいの都、県、市のホームページまたは、お近くの保健所等へお問合せください。

平日8時30分～17時
神奈川県
川崎市

千葉県

大田区保健所（大田区）

平日9時～17時
東京都

以下は新型インフルエンザに関する相談センターです。医療機関には直接の一般外来診療が受けられますが受診する医療機
関がわからない方など、新型インフルエンザに関する相談を受けつけています。

平日9時～17時

平日8時30分～17時
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